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子どもの権利条約第3 国政府報告書提出される

－「子 どもの権利」の視点を欠いた不十分 な内容

日本政府 は2 0 0 8 年 4 月 2 2 日、国連・子 どもの権利委 員会

に対 し、子 どもの 権利 条約 に 関する 第3 回政 府報 告書 を提 出

した。外務省 ウ ェブサ イ ト「児童の権利 条約」 コーナー にも 、

さっそ くP D F ファイル で掲載されて いる。

今 回 の報 告書 は、 提 出期 限（2 0 0 6 年 5 月2 1 日）か らほ ぼ

2 年遅れて提出された。今 回の報告対象期間は、基本的に

2 0 0 1年 6 月（第2 回報 告書作成 時点 ）か ら2 0 0 6 年3 月ま でで

ある。「重要な施策や法改正」については2 0 0 7 年7 月まで報

告に含まれており、児童虐待防止法 〔1 9 ・ 3 0 8 〕や少年法

〔 4 6 0 〕の改正のほか、2 0 0 6 年 1 2 月の教育基本法改正につ

いても不十分で はあ るが簡 単に触れ られ ている 〔2 5 〕。

なお、第 3 回報告書とあわせて、「武力紛争における児童の

関与 に関する選択議定 書」（提出期限2 0 0 6 年 9 月 2 日）と「児

童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する選択議定書」（同

2 0 0 7 年 2 月2 4 日）についての第 1 回政府報 告書も提出 され

た。 3 つの報告書は一括 して、2 0 1 0 年 1 月以降のいずれか

の会期 に審査 される見込みである。

平 野 裕 二（A R C代表）

問題 だらけの第 3 同報告善

しか し、これまで に 2 度の審査 を受けてきた にも関わ らず 、

報告書 の質 は向上 して いな い。それ ど ころか、そ もそ も委員

会と 「建 設的 対話」 をす る意思 があるの か ど うか さえ疑 わせ

る内容となっている。以下、第 3 同報告書の主な問題点を指

摘してお く（以下、〔 〕内の数字 は報告書のパ ラグラフ番号）。

（ a）委員会の勧 告に誠実 に応答 しよ うと してい ない ：子どもの

権利委員会による勧告を意識 した記述は従来の報告書より

も増え、過去の総括所見 （最終見解）に直接言及 している

箇所 もい くつかあ る。 しか し、 委員会 の勧 告を踏 まえ て改

善のための方策をとった旨の記述は皆無に近い。関連の記

述は、（i）これまでの総括 所見に単 に形式 的に触れるか 、（ii）

委員会による勧告の内容を理解 していないか、（iii）審査の

過程で表明された委員会の見解に明確 に反論せず、従来の

主 張を繰 り返すかの いずれか に留 まつている。

（ b）「権利基盤アプローチ」が一顧だにされていない （後述）

（ C）重要な デー タが欠落 してお り、子 どもたちの実態 や施策 の

効果 が見えない ：第 1 回報告の ころか ら一 貫 して問題 にな っ
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ていることだが、政府報告書では子どもの権利状況を理解

するた めに不可 欠な デー タが しば しば欠落 してお り、 日本

で暮 らす子 どもたちの実態が ほとん ど見 えて こな い。また、

里親・施設措置などに関わる2 0 条 （家庭環境を奪われた子

ども）全体 につい て 「第 2 国政府報 告パ ラグラ フ 19 1を参

照」〔2 9 7 〕の 1 行 で済ませるな ど、不誠実な対応 も目立つ。

とくに差別の 禁止 （2 条 ）に 関連 した デー タが皆 無であ

る こと、不 登校・ い じめ・ 体罰 な ど重要な 教育 問題 に関す

る統計 が欠落 してい る ことは、明 らか に意図 的な実 態隠 し

と評価されて も しかたがあ るまい。な お、「児童 の売買、児

童買春及 び児童 ポル ノに関 する選 択議定 書」 につ いての第

1 同報告 書でもデータが まった く挙げ られて いない。

（ d）条約に関する基本的理解が十分ではない ：委員会が採択 し

てきた一般的意見 をま った く参 照 して いない こともあ って、

条約についての基本的理解が誤っている箇所が少なからず

見 られ る。差別 の禁止 、子 どもの最 善の 利益 をは じめ とす

る条約 の一般 原則 について は、 このよ うな傾 向が と くに顕

著である。 と りわけ子 どもの 意見の尊重 の原則 （12 条） に

つい て次の よ うに述 べて いる ことは、条 約の 意義 を完全 に

歪めるものであ ろう。

「な お、学 校 にお いて は、校 則 の制 定、 カ リキ ュ ラムの

編成等は、児童個人に関する事項とは言えず、第 12 条 1

項 でい う意見 を表 明 する権 利 の対 象 とな る事項 で はな い」

〔2 0 5 〕

（ e ）自治体 の取 り組みを活かそ うとい う視点がない ：子 どもの

権利条例の制定動向の報告 〔4 0 〕など、自治体レベルで進

め られてい る取 り組み に目を 向ける よ うにな った のは評 価

で きるが、単 なる紹 介 に留 まって お り、そ のよ うな経験 を

国 レベルで どの よ うに活 か し、他の 自治体 にも普 及 してい

くかという視点 はない。

（ f ）市 民社会 と誠 実 に対 話・ 協力 しよ うとい う姿 勢が ない ：

内容面 もさる ことなが ら、第 3 回報 告書の 提出 につい て関

連 の N G O に は連 結が なか った ことな ど、市民社 会 との 対

話・ 協力 とい う面 で は後 退 さえ 目立 つ。 また、選 択議定 書

に関する報 告書 作成 につい ては市民・ N G O との意見 交換

は行なわれなかったが、「市民・ N G O からの意見を十分に

踏まえつつ作成 した」な どと虚偽 報告を行な っている。

無視 された 「権利基盤ア プローチ」

とりわ け重 大なの は、上記（b ）で触れた ように、第 2 回総括

所見の最大の特徴であ った「権利基盤（型）アプローチ」につ

いて一顧だ にされていな いことである。権利 の視点 を欠いた、

それど ころか子 どもの 権利保 障 に逆 行 する多 くの立法・ 政策

措置が、おそ らくはそ の ことの 自覚さ えな く、 堂々 と報告 さ

れている。

たとえば、児童買春・児童ポルノ禁止法 〔15 ・ 1 6 〕や児

童虐待防止法 〔1 8 〕はともか く、権 利の視点 がま った くな い

少子化対策基本法 〔17 〕まで 「児童の権利の推進に資する新

規立法 、法律改正」〔1 2 〕 に含め る ことは適 当で はな い。い

わゆる 出会い系サ イ ト規 正法 〔14 〕 に して も、子 ども も処 罰

対象である ことに触れないの は公正 を欠 く。

第 2 国審査では青少年育成施策大綱（2 0 0 3 年 1 2 月）を権

ぱ≡三
ローチ に したが って全面 的 に見 直す ことも求 め ら

権利条約 第9 2 号・2 0 0 8 年6 月1 5 日号

れていたが、今回の報告書では、そのことになん ら触れない

まま、条約 実施 のため の国 内行動 計画 と して 同大綱 を ひきつ

づき挙げている 〔3 2 〕。国連子ども特別総会の成果文書「子

どもにふ さわ しい世界 」 をフ ォローア ップす るた めの 国別行

動計 画が いまだ に策定 され てい ない こと につい ても、沈 黙を

保った ままである 〔3 1〕。

「子 ども と家族 を応援 する 日本」 重点 戦略 （2 0 0 6 年 6 月）

〔 3 4〕も、あくまでも少子化対策の一環であって、条約実施

のための施策とは言いがたい。教育再生会議が「条約の実施

に向けた国内体制整 備」 に位 置づ け られている 〔3 3 〕 ことに

至っては、噴飯物である。

条約広報措置 に関する記述 〔7 8 － 10 5 〕でも、権利基盤

アプロー チが浸 透 していな い ことに懸念 を示 した前 回の勧 告

はま った く考 慮 され て い な い。権 利 基 盤 ア プ ロー チの 不 可

欠な要素である子 どもの意見の尊重の原則および子ども参加

〔 19 2 －2 1 1〕 につ いて も、前 回の勧 告が ま った く踏まえ ら

れていない。

そもそも、第 3 回報告書は依然として「保護」偏重の内容

とな って お り、 それ 自体、権利 基盤 ア プロー チヘの 配慮 を欠

いてい る。 この よ うな 姿勢 は、委員 会か ら厳 しく批 判さ れる

こと に な ろ う。
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ねじれ国会、学校保健安全法成立へ

一対案 として民主党が学校安全対策基本法案提出を準備

＜ 国・ 自治体の責任と安全職員配置が焦点に ！＞

今期国会は日銀総裁人事や 「暫定税率」の廃止問題などで

緊張 状態が続 いて いる。 いわ ゆる 「ね じれ 国会 」 のなか で真

筆 に議論 されるこ とは、「数の論理」 で形骸 化 して いた 議会制

度を活性化 させる意味 では歓迎でき る。ただ し、「政局化」 に

焦点 を当て過 ぎて、 国民の 生活 に直結 する法 案、 と くに子 ど

もにとって切実な学校生活の安全問題などにかかわる法案が

話題にもな らず沈没 して いる状態は看過 出来な い。「学校保 健

安全法」の法案である。

政府は、2 0 0 8 年2 月 2 9 日、「学校保健法等の一部を改正

する法律案」 を閣 議決定 し、 国会に上程 した。 この改正 案は、

法律名称を「学校保健安全法」と改称 し、学校に関する「安

全法」 と して、相 次 ぐ震 災や 「不審者 」事 件 に対 する 国の対

応を図るものと して注 目される。これ に対 して、民主党が 「学

校安全対策基本法案」（2 0 0 6 年2 月第 16 4 通常国会参議院提

出）を再提出（若干の文言修正 を含め）する動きを見せ ている。

もし提出 され、野党 が この法案 でま とまれ ば、学校 安全 問題

をめ ぐって 「ね じれ国会」 が演 出さ れ、国民 的な論 議が 可能

となる。

その場合の争点は 2 つ。一つは、2 0 0 1年の大阪教育大学

付属 「池田小学校」児童殺傷事件などに象徴される学校防犯

対策や、中越地震などの学校防災対策、プール排水口吸い込

み事故など学校施設安全対策などにおける国、自治体の責務

をどう考え るのか。二 つ には、学校 安全 に関 する専任 職昌 を

整備するか どうか。

前者 について政府の法案 3 条で は、以 下のよ うに規 定され 、

下線のとおり相変わ らずの学校安全の現場依存一教職員・住

民は子 どもを どう守 るか－を前提 にして 国・自治体 は「応援団」

的な位置 にお いてお りこの枠 組み が固定化 され る ことが懸念

される。

「第 3条 国及び地方公共団体は、相互に連携を図り、皇室

校において保健及び安全に係る取組が確実かつ効果的に実施

される よ うにするた め、 学校 にお ける保健 及 び安 全 に関す る

最新の知見及び事例を踏まえつつ、必要な施策を講ずるよう

努めなければな らない。」

これに対して、民主党）の法案は、財政措置や学校安全対

策の総合 的計画 的な整 備な どにつ いて具体 的 に国や 自治体の

責務 を明示 している ことで一歩先 ん じている 。

後者 につい ては、政府 案で はま った く不 問 にされて いる こ

とに対 して、民主党の 法案 1 1条で は、下線の とお り、学校安

喜 多 明 人 （早稲田大学）

全 に専従す る職 員案を提示 している。

「第 1 1条 国及び地方公共団体は、学校安全対策 に関する

校務が的確かつ円滑に行われるよう、豊塵1⊆墨 1ゝ三豊皇呈 蛭

宝全茎王墓土⊆．延垂互亘董旦監置 その他の学校安全対策 に関する

校務の実施体制の整備のために必要な施策を講ずるものとす

る。

＜ 学校安全基準の法制化をめざして＞

ただし、政府の法案 6 条では、初めて学校環境衛生基準の

法制化 が打ち出されて いると ころ に注 目 してお く必要がある。

「第6 条 文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、

保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項 ‥ ・・ ‥ ‥ （中

略）・ ・について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上

で維 持さ れる ことが望 ま しい基準 （以下 この条 におい て 「学

校環境衛生 基準」とい う） を定 めるもの とす る。」

そ の うえ で学校 は、 この環境衛 生基 準 に依 拠 して環境 維 に

努めること（6 条2 項）、校長は環境衛生基準に満たない部分

いつ いて は、必要 な措置 も しくは学校 設置者 に 申 し出 るこ と

（6 条 3 項 ） とある。 こ う した健康 基準 の制定 と遵 守は、子 ど

もの権利条約3 条3 項に依拠すれば、これを学校環境安全基準

まで含めて、子どもの安全・健康基準の制定・遵守条項とし

て拡大する ことが可 能なはずであ る。

この両 案 に先 ん じて 、「学校 安全法 」 を提 案 （2 0 0 4 年5 月

の教育法学会総会、ブックレット ：喜多・橋本編 『提言学校

安全法』不磨書房参照） してきた立場からすれば、両案とも

に「政策宣言立法」としての限界はある。学校安全基準に踏

み込 ん でいな いだ けでな く、原因究 明 システ ムや相談・ 救済

制度 な どにも踏 み込 んで いない。詳 しくは、喜多 ほ か 『解説

学校安全基準』不磨書房、2 0 0 8 年5 月刊行を参照されたい。

＜ 速報＞

6 月 1 1 日参議院で 「首相問責決議案」が議決される直前の

本会議で、「学校保健安全法」が成立 した。政府が衆議院での

野党修正 （「財政措置」、国・ 自治体の責務の追加、救急措置

の学校地域連携の迫力ロ）を受け入れての制定だ。年間2 1 6 万

件にのぽる学校災害 （＝学校管理下の子どもの事故、2 0 0 6

年度学校災害共済給付件数）の現実がこの法案を後押 しした。

2 0 0 6 年度の統計では、学校管理下の死亡事故7 4 件、障害事

故5 0 6 件にのぽ って いる。

子 ど もの権 利条 約 第9 2 号 ・2 0 0 8 年 6 月 15 日号
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チャイ ル ドラ イ ン2 4 と

子ども虐待防止学会 に取 り組んで

－「虐待防止専用 ライン」の設置 を試 みる

田部 眞樹 子（欝 諾 深 雪諾 慧 諾 謂芸芸妄トセンタ● 理事長）

三重 県は全国 に先 駆けて 「子 どもを虐待 か ら守る防止条 例」

（2 0 0 4 年 3 月） をつ く りま した。 昨年 1 2 月 の 日本 虐待 防止

学会 に市民 レベル で取 り組んだ教 訓やチ ャイル ドライ ン2 4 の

活動 、今 回の子 どもの権利条約 フォーラム 開催 （2 0 0 8 年 1 1

月2 3 －2 4 日津 市） にいた る経過 な どにつ いて述 べて おきた

いと思 います。

＜ 虐待防止学会に於ける市民実行委員の動き＞

日本子ども虐待防止学会第 13 国学術集会みえ大会の実行委

昌会の立ち上げに際 し、準備会への参加のお声掛けをいただ

いた時点で、「専門家の成果 発表 と学 びの場だ けで終 わ らせた

くな い」 とい う思いがふつ ふつと湧き上が って きま した。

虐待 とい う今 日的 な課題 を、いつ でも何 処で でも起 こ り得

る身近 な問題 と して と らえ ても らうため に、社会 に一石 を投

じて波紋 を広 げる ことは、 自分た ちN P O の 使命 と考 えていた

からです。

そ して、 これ はあ くまで も、今大会 の本来 目的をな いが し

ろにする ことで はな く、本 来の 目的＋αの部 分で あ り、 しか

しなが らこの部分 こそが今回の 日本子 ども虐待 防止学会第 13

国学術集 会を三重 県で 開催す る意 味でもあ る と自負 していま

した。な ぜな ら、 それ は当大会 を一 過性の もの にせず 、三重
く ら

県に生 活する子 ども に関心の ある 人 にも 、まだ 関心を持 って

いない人にと っても、財産 に していきたか った か らです。

しか し、一つの 実行委 員会 で両者 を同 時進行 させる こと に

は限界 があ り、実 行委昌 会 は大 会の 本来 目的 を遂行、私 たち

は並行 して市民実行委昌会を組織、極力両者を連携させる運

営を、三重県子 どもN P O サポー トセン ター が中心 に担 ってき

ました。

市民 実行委昌会 は 「子 どもの 心を受 け止 める ネ ッ トワー ク

みえ」 を構成 する県行政 の 4 部署 とN P O をは じめ 、津 市の健

康福祉部こども総合支援室及び教育委員会や民生児童委員な

ど多岐に渡 り、それ に見 合 った多岐 に渡 る企画 内容で 当日の

参カロ者数 は何 と本大会 を上 まわ りま した。

プ レ企画 の映画 「長 い散歩」 は奥 田瑛二 監督 の トー クシ ョ

ウが目玉 にな って、ホールは満席。ここで取 り組 まれ た全 てを、

紙面の都合 で割 愛せざるを得ないのは本当 に残念 です。

※表 1 をご参 照下さい。

子ど もの権 利 条 約 第9 2 号 ・2 0 0 8 年6 月 15 日号

表1 日本子 ども虐待防止学 会第 13 国学術集会 みえ大会

市民実行委員会企画 （2 0 0 7 年 12 月 13 日～ 15 日・ 三重

県総 合文化 センター・ ア ス ト津・ 三 重県人県 センター）

【 川‖‖ l川＝川 ‖‖l川 Ill‖＝‖ l川l‖llll‖ lll‖‖＝ ‖川l＝l‖ M ‖＝‖l川‖＝l‖＝＝ I川IM l‖＝ ‖川Il＝lll＝ ‖＝‖‖ ‖＝‖川 Il‖ llq

…●事前の取り組み紹介

童・虐待防止専用電話受け手養成講座（全7 講座）

…・児童健全育成事業推進対策事業オレンジリボン三重県キヤ ≡

蔓ン ／ヾ － ン

≡・子育て ほっとタイ ヤル

≡・幼 児親対象 ワー クシ ョップ 「ノーバ デ ィズ・パー フェク ト」…

≡違いを認め るプログラム

≡・ 幼児親子対 象ワー クシ ョップ 「しつけの レッスン」

≡・ 小学生対 象ワークシ ョップ 「子どもの人権 を考えるプロ ク …

≡ラム～わた しの気 持ち・ ぽ くの気持 ち～」

小学生対象 ワークシ ョップ

小学生対象 ワークシ ョップ

プ」

小学生対象 ワークシ ョップ

小学生対象 ワークシ ョップ

トレー ニ ン グ」

ユース対象 ワークシ ョップ

プ・ 青少年 プログラム」

ユー ス対象 ワークシ ョップ

ニング」

ユース対象 ワークシ ョップ

ユース対象 ワークシ ョップ

「 里 山でおおい にあ そぶ」

「 工 ン パ ワメ ン トワ ー ク シ ョ ツ

「 ドラマで遊ば う」

「 スマイル○キ ッズと自己尊重

「 工 ン パ ワ メ ン トワー ク シ ョ ツ

「 命の声 を聞 く自己尊 重 トレー

「 心 ほぐ し 体ほ ぐ し」

「 デー トD V を考え るプログラ

ム」

・ ユース対象 ワー クシ ョップ「工 ンパ ワメン トを体験 しよう」

1 0 代のボ ランテ ィア講座

・ 大人対象 ワークシ ョップ 「心の声 を聴 く自己尊重 トレーニ

ング」

・ 大人対象 ワークシ ョップ 「子育 てサ ロン自己尊重 トレーニ

ング」

・ 児 童養護 施設 や教 職員 対象 ワー クシ ョップ 「C A P ワ ーク

シ ョ ップ 」

・「劇団四季 ユタと不思議な仲間たち」舞台鑑賞

・「市川真美恵 ひと り芝居 『へのへの もへ じ』」舞 台鑑賞 と事

後交流会



イお母さんの 工ンパワメ ン ト」 ママプラス講座

・「子育てカ エンパワメ ン ト講座」

●当 日プ ログラム紹介

・ 映画 「長い散歩」上 映会および奥田英治監 督 トークシ ョウ

・ 世界 か ら学ぶ子育 て支 援 ①ニ ュー ジー ラン ド、②北欧、

③カナダ

・ 虐待防止専用電話

・ 地 域・ 学校で子 どもの人権 を考える ミニ シンポジウム

・ 基調報告 とシンポジウム 「子どもの工 ンパ ワメン トを考え

る」 ～子どもの権利条例 を展 望 して～

・ 自分で守 ろう ！いの ち・ こころ・ か らだ

・デー トD V を考 えるプログラム

・ C A P ワー ク シ ョ ップ

・子どもの権利条約人気投票

・子育て応援ひろば

ス タンプ ラ リー ／展 示 ブース ／食 べも の ブース ／あそ

びのひろば／子どもの権利条約人気投票／小学生ワー

ク シ ョップ成果 発表 ／ ミニス テー ジ／ ス テー ジ／ひ ろ

ば／シーバル ク／

・ チ ャイル ドライン夢 メ ッセー ジ展 （絵馬 展）

＜ 取 り組み力lら見えてきた課題 ＞

私 自身 にと って 何よ りも大 きか ったの は、ずー つと暖 め続

けてきた思 いを市 民実行 委昌会 の事業 の一 つと して実現 でき

たことで した。

それ はかねが ね考え ていた 「チ ャイル ドライ ン」か ら「児

童相談 所」 まで の問 に、私 たち 市民 （N P O ）が でき る救済 活

動と して 「虐待 防止専用 ライ ン」 の設 置を た った 2 日間で し

たが試み る ことがで きた ことです。「チ ャイル ドラ イン 2 4 」

にかか わる支 え手の全 面的な バ ックア ップ と、 受け手 は、専

用ライ ンのた めに応募 し講習 を経 た人 と 「チ ャイル ドライ ン

2 4 」 の受け手の混合体制で 2 日間を成功させ ま した。

当 日まで私 たちは 「チ ャイル ドライン」 の状況 か ら推 測 し

て子 どもか らの電話 はあま り想定 してお らず、 どち らか とい

えば、大人へ の対応 を中心に学んで いま した。ところが結果 は、

なんと大人 と子 どもの割合 は半々だ ったの です。

チ ャイル ドライ ンに入る虐 待 に関す る電話 は、数 もそれ ほ

ど多 くな く、 しかも子 ども 自身 にと り自己否定 につな がる 問

題だ け に、一定 過去 にでき る年齢 的成長 をみた 場合 は別 と し

て、当 事者 問題 と して電話 をす るには、 その 間題 に真 っ向か

らの 向い合 いを必要 とする ので難 しい ものが ある と感 じてい

たの です。明 らか に本 人の こ とと思え る時 でも、友 だちの こ

とや兄弟姉妹 の ことと して話された りするのです が、「虐待 防

止専用 ライン」 では、 この方程式 は通 用 しなか ったのです 。

この結果 は、私 たち に大きな 課題 を残 しま した 。成熟社 会

に生 きる 日本の子 どもた ちだ か らこそ抱え こむ心 の闇 にと っ

て、チ ャイル ドライ ンの 果た す役割 は大 き く、エ ンパ ワーメ

ン トの現 場は欠 くこ との で きない存 在で す。 しか しそ れだけ

で子 どもの現状 を救い きる ことは不 可能 で、そ こか らこぼれ

て しま っている子 どもたち をど うすべきなの か－。

チ ャイル ドライン開 設 にあた って視察 した カナダ も、次の

展開 をさ ぐるべ く訪れ たイ ン ド・パ キス タンも チ ャイル ドヘ

ルプ ライ ンで した。 そ こに一つの 課題解 決の 糸 口を見 出 して

はいる ので すが、 ライ ンを使 っての具 現化 には、方 法論 を始

めと して、も う少 し話 し込みの 時間が必要と考えて います。

目下三重 県子 どもN P O サ ポー トセンター が≡重県の 児童相

談所と津市の健康福祉部こども総合支援室との三者協働で試

行している 「地域の子育て文化創造力を活用 した要支援家庭

の子育て応援事業 （子ども・子育てサポーター事業）」。この

事業は津市内の保育園に通う軽度の虐待といわれている子ど

もの見 守 りの 取 り組 み で、いず れはモ ニタ ーを越 える 関わ り

を視野に入れた見通 しと地域の子育て子育ち支援団体のネッ

トワー クづ く りにも して い くこと によ り、一 つの課 題解 決の

方向が示唆でき ると考 えています 。

チ ャイル ドライ ンと は異な る手法 での参 画です が、子 ども

が育 つ やさ しい まち （地域 社会 ） づ く りにつ なが る と考 え、

県内 に広 げて い くため に、平 成2 0 年度 の 「N P O 力、らの協 働

事業提案」に応募、採択されました。

行政内部では、子育て支援は市町の問題という住み分けが

され てお り、実現 にむ けては、数 々の 関所 を通過す る ことが

必要で しょうが 、平成 1 5 年 第 1 回目の 「N P O か らの協 働事

業提案 」で トップ採択 され軌 道にの せて 「チ ャイル ドライン

2 4 」 実施組 織を誕 生 させた経 験を 活か して、粘 り強い 話 し

合いを積み重 ねて実現 したい と思 っています。

＜ 三重県のチ ャイル ドライン＞

チ ャイル ドラ インの コンセ プ トを、き っち り子 どもの権 利

条約 の精神 と紡 いで います。 また、体 制も頑 固な まで に原則

を貫 いて いる ことな ども≡重 県のや り方 と云え るかも しれま

せんが 、他 に頬 をみないのは、目的を明確 に して最初か らネ ッ

トワー クで事 業展開を して いることで しょう。

「チ ャイル ドラ イン 2 4 」は、独 立 した 15 の組織 によ って

構成 され てお り、その 内 9 団体 がラ イ ンの 実施現 場 をも って

います。（資料参照）南北に長い県内を、北は桑名市から南は

熊野 市 まで、 クール毎 に リレー方式 でつ ないで 電話 を受 けて

います 。※図 1 を ご参照下 さい。

実施地域の数は、電話機器の設置代を始めとする経費を膨

らませ るこ とにな り、県庁所 在地の 津 1 ケ所 に絞れ ば合理 的

で、協働 の話 し合いで も行 政側か ら難色が示 されま した。

しか し 「チ ャ イ ル ドラ イ ン 2 4 」 は 、 チ ャイ ル ドラ イ ン を

ツール に新 しい子 ども観 を打ち立 てて、 子ど もが育 つ地域社

会（まち ）の再 生も ビジ ョンと して持 ってい ます。 そのた め

には、実施拠点の数は重要になるのです。なぜなら拠点を支

える ボラン テ ィア をその地 域で増 やさ ない限 り、地 域づ く り

につなが って はいかないか らです。

目下、「チ ャイル ドライン 2 4 」 を支えて いる受 け手・ 支え

手・運営 を担 うボランテ ィアの人数 は3 3 0 人程で、ユース （15

才～ 2 5 才 までの人 ）が、9 0 人弱 を占め てい ます。そ して月

2 回はユー スラ インを 固持 しミ ッシ ョン に言匡われ てい る子 ど

もの社会参画を受け手側の子 ども（青少年）にも保障 していま

す。

子どもの権 利 条 約 第 92 号・ 2 0 08 年 6 月15 日号

』



図1 三 重 県 内 チ ャイ ル ドライ ン 2 4 実 施 イ メー ジ図

＜ 第 1 6 団子 どもの権利条約フ ォー ラム2 0 0 8 in みえ＞

日本子ども虐待防止学会第 1 3 国学術集会みえ大会での市

民実 行委 昌会 は、今 年度 の 「子 ど もの権 利 条約 フ ォー ラム」

へ続 く道と しての結成 でもあ りま した。で すか ら分 科会 やシ

ンポジウムも、当 然今年の フォーラム を意識 して の企画 を し

てきま した。

虐待 が人権問題 だと一人 でも多 くの人 に認 識 しても らい、い

ずれ はと考え ている条例 づ く りに向 けて、気 運 を盛 り上 げて

いく第一歩 としたか ったか らで す。

私 たちはすべ ての事業 を 自分 自身 の生 き様 に重 ね、 自分の
ひ と

成長 に少 しで もつなが る努力 を しあ って います。他 人 に関わ

ること、社会 とつなが って生 きること、事 に当た ってい くこと。

すべ てが 自分 を豊か に して くれる現場 、人格 形成 の場 だか ら

です。と りも直さず それ は、権利 （人権 ）

で学 び知識 と して身 に付 ける に終わ らず、

識を醸成させ る ことに他な らな りません。

を学ぶよ りどれほ どか難 しい ことで すが、

の問題が単に理論

自分の 中 に人権 意

それは、単に理論

それな くして 人権

問題 の本当のク リアはない とい っても過言で はないで しょう。

三重県 での権利条約フ ォー ラム では、「人権 意識を深 める」と

いう表現 で一本の柱 に据 えています。

しか し社会 的整備 があ って初 めて草 の根運 動 にも確実 に実

りがもた らされます 。現時点 で県内 に条例 といえ るもの があ

るのは名張 市のみ です。三重 県 に、そ して県 内すべ ての 市町

に条例が、そ れも 「権 利」 をき っち りと位 置づ けた条例 づ く

醒
こつな げることも大きな柱に しています。

子 どもの権 利 条約 第9 2 号・ 2 0 0 8 年6 月1 5 日号

今 回の フ ォー ラムの事 務局 を担当 する 「チ ャイル ドライ ン

2 4 」実施組織から、三重県が募集する平成 2 0 年度のN P O

からの 協働 事 業提 案 に 「県 と市 町及 びN P O との協 働 に よる

市民 （子どもを含む全ての市民）参画型子どもの権利条例づ

くりを通 した子 ど も にや さ しいま ち づ く り推 進 事 業」 を応

募、採択されま した。私たちの提案内容は「子どもの権利条

約フォーラ ム」 と重ね られて お り、今 年度県 が誕生 させ た こ

ども局 の方 向 とも一致 してい ます。 これか ら話 し合 い に入 っ

てい く訳で すが、必 ずあ またの 問題 にぶつ か って い くことで

しょう。しか し最終的 には、フ ォー ラムの結果 と相乗作用 して 、

いい方向 に導 かれてい くと確信 しています。

今 フ ォー ラムで 、一番重 要な柱 と考 えてい るの は子 どもた

ち自身の 参画のあ り方で す。主役 は彼 等です。彼等 が生活（く

ら）している地域 で、それ はまちであ るかも しれない し、所属

して いる団体 であ るか も しれ ません が、その 現場現 場で子 ど

も委 員会が つ くられて い く動 きに したい と思 って います 。身

近で 自分た ちが感 じて いる ことを、言 いたい こ とをい っぱい

話せ る場が でき て、動き が、内容 が市 町の条例 づ く りにつな

がってい く。 更 に継 続的 な子 ども委員 会の設 置 につ なげ てい

く。

今年 の三重 県で の 「子 どもの権 利条約 フ ォー ラム」 の 開催

が、三 重県 に生き る子 どもたちの 未来 を創る動 き になる よ う

に、一歩一歩 固めていきたい と思い ます 。



北広島市子どもの権利条例検討委員会

－これまでの経過

1 ．委員会の構成と特色

北広島市子どもの権利条例検討委員会は、2 0 0 6 年 1 月に

発足 した。委 員数は2 0 名 （うち 4 名は公募 による市民 委員）。

教員や元教員が多い（6 名）が、各方面で子どもと接点をも

つ人達 がバ ランス よ く集 ま って いる。委 員の 中 に弁 護士 や子

ども の権利 の研究者 な ど、いわ ゆる 「専 門家 」が いな いこ と

も特色の一 つといえ るだろ う。（残念なが ら、委員の 中に子 ど

もは含まれていな い）

委員会で は議論を重視 してきた。「子 どもを取 り巻 く状況の

認識」「体罰の是非」「権利と義務は表裏一体か？」「権利は子

ども をわが まま にする か ？」「子 ども会議 の設 置の是 非」「新

たな救済制度 （オンブズ制度）は必要か否か」など、意見の

分かれる ところでは本音を出 し合 い、時には レポー トを作 成 ・

発表 し、認識を深めた。要所では学習会を開き、基本的に全

会一致で進めて こ られたのは大 きな成果である。

2 ．活動経過

当初、委員会を「幼児・親」「小中高校生」「子どもの指導者」

「 地 域」の 4 部会 に分 け、それ ぞれが聞 き取 り調査 やアンケー

三 浦 直 登 （北広島市子どもの権利条例検討委員）

ト調査をおこない、子どもの気持ちや市民の意識の把握に努

めた 。私が所 属 した地域 部会 のア ンケー トで は 「子 ども はわ

がま まである」 とい う意見 は少 な く、「子ども は意 見表明 でき

る環境 にな い」「権利 を正 しく学べる機会 を増 やすべき」な ど、

現状を心配 し権利条例制定を期待する声が多数寄せられた。

現在は、4 部会での活動を終え、「条例素案起草」「条例啓発」

「子ども」の三つの小委員会で活動 している。子ども小委員会

では、「子 ども会 議」を開催 し、子 どもの生の声 を聞 くことが

できた。

3 ．現在の状況

現在 の活動 は条 例素案 づ く りに集 中 してい る。救済制 度 に

つい ては、「既存 のも のを活 用すべ き」 とい う声も あ った が、

学習会終了 後には 、「しっか りと した救 済制度を作 る」 ことを

全体で確認することができた。起草作業は「救済制度」まで

終了 し、次回は「子 どもの権利検証委員会」の検討に入る。

8 月 には素 案を完 成さ せ、パ ブ リック コメン トを実施後 、市

長に答 申す る予定 である。

「 なごや子 ども条例」制定 とこれか ら

昨 年、名古 屋市 で 「子 ども条例 」づ くりに関わ る という こ

とで何 人 かの高校 生 が集め られま した。そ の後、 グルー プは

『 M S T（未来創造 t eam）』として名古屋市が子ども条例を

つく って い く過 程 に 参 カロして い く よ う に な りま した 。

最初 に参 カロしたの は愛知サ マーセ ミナー の講座 です。 私た

ちはワー クシ ョップ形式 で小・ 中学生 か ら普段思 って いる こ

とを 聞き ま した。 しか し、みん なの話 を聞 いてい ると私 たち

が小学 生だ った ころと は周 りの 環境 が大き く変わ ってる とい

うことが分 か りとても驚 き、 M S T メンバ ーの中 には 自分 の

小さい頃の事 を力説 してる人 もいま した。 それか らも シンポ

ジウムな どに参カロし、子ども としての意 見を伝えてき ま した。

木 下 秋 乃 （椙山女学園大学1年）

ほか に は様 々 な ゲス トを呼 ん で話 を聞 くと い う こと も し

ました。今 まで知 らなか った ことを知 る こと によ って 自分の

視野 を広げ る ことがで きま した。高浜 市 で行わ れた 「自治体

フォー ラム」 で は、他 の地 域で私 たち と似 た活動 を してい る

学生 との交流 の場 もあ り、 これ は私 にと って とてもい い刺激

にな りま した。 M S T の活 動 はまだ始 ま った ばか りで 何も か

もこれ か らとい う時だ ったの で、その 日聞 いた話 は とても参

考にな りM S T の 活動をも っと大 き くしたい と思 いま した。

子 ども条例 が完 成 してか らは、 これか ら何を してい くか み

んなで話 し合 いま した。そ して見 えてきた もの は『学習・交流 ・

発信』 とい う 3 つのキー ワー ドです。

子 どもの権利条約 第9 2 号・2 00 8 年 6 月 15 日号
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世の 中にある まだ刃］らない こ とを学び、子 ども・ 大人 とた

くさん関わ り、そ して私た ちか らみん なの想 いを発 信 してい

く。そんな ことが M S T にできる ことだと思います。

今は この夏 のサ マー セ ミナ ー に向 けて準 備 を してい ます。

今回は名古屋 市の子 ども条 例の存在 を た くさん の子 どもた ち

に先】つても らえる よ うにと、カル タ遊 びを計画 しま した。 こ

のカル タづ く りワー クシ ョップ は、 これ か らもいろ んな場所

で行 って いきたいと思います。

『学習・交流・発信』は未来創造を していく私たちの大事な

3 本柱 です。 そ して、 M S T ミ ッシ ョンである 『未来 に向 け

て子 ども と一 緒 にア クシ ョンを起 こす （子 ども ＋笑顔 2 ＝未

来！）』 をいつまで も大切 に、みんなが笑顔 でい られ る未来 に

向けて これか らも力合 わせて頑張 っていきます ！！

なご や 子 ど も条 例 （前文と構成）

子 ども は、生 まれな が らに して一人 一人 が かけ がえの

ない存在 であ り、周 りの人 に大切 にさ れ、愛 され 、信頼

され る ことに よ って 、 自分 に 自信 を持ち 、安心 して 健や

かに育つ ことが できます。

子 ども は、 自分 の価 値 が尊重 され る こと によ って、他

者の価値を尊重 することを知る ことができます。

子 どもは、子 ども同士の ふれあ いや、様々な人 、 自然 、

社会 そ して 文化 との 適切な か かわ りを通 じて、他 を思 い

やる心 を持 ち、 ルー ル を守 る な どの 社会 性 を身 に つ け、

豊か な人 間性 と創 造性 を備 え ると とも に、 自分の 行動 に

責任 を持ち 、他者 と共 生 し、社会 の責任 あ る一員 と して

自立 する ことがで きます。

子 ども は、年齢 や発 達 に応 じて、物 事 を考え、 意見 を

言うことができます。

名古 屋の すべて の子 ども が、 自分 自身 の持 って いる こ

のよ うな力 を信 じる ことで 、その 力を伸 ば すと とも に発

揮して、未 来 の名 古 屋 を担 う存 在 にな って い くこ とが、

すべての市民の願いです。

そ のため に、大人 は、 子 どもの未 来の 視点 を大 切 にす

るととも に、子 どもの年 齢 や発達 に応 じた 支援 を し、子

ども が自立 した若者 に成 長す る までを見 守 るこ とが必要

です。

さ らに、大人 は、 自分の 言動 が子 ども に大 きな影 響 を

与え るこ とを認識 した うえ で、子 ども の手 本 とな り、子

どもか ら信頼される存在であ ることが求め られ ます。

ここに、わ た した ち は、児童 の権 利 に関す る条約 を基

本と し、民族、性別 、障害な どにかかわ らず 、子 ども にとっ

て大 切な権利 を保障す るととも に、子 どもの視点 に立 ち、

子ども ととも に最善 の方 法 は何か を考 え、子 どもの 健 や

かな育 ちを社会 全体 で支 援す るな ごや のま ちを、市 民 が

一体 とな ってつ くる ことを決意 し、この条例を制定 します。

』

第1章 総則

第 1条 目的
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第2 章 子どもの権利
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第5 条 一人一人が尊重される権利
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第 1 7条 子どもの参画の促進
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第5 章 子どもに関する施策の総合的な推進

第2 0 条

第2 1条

第2 2 条

第2 3 条

総合計画

実施状況等の公表等
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権利条例パブコメに向けて、フォーラム発足

集い に は 3 0 名余 りが参 加 し、予 定 時間 を

越えて活 発 な議 論 を した

今年 3 月末、（仮称）新潟市子どもの権利条例検討委員会 （福田雅章委員長）は、 13 回

の審議を経て、条例案と解説を盛り込んだ報告書をまとめました。新潟市では、これを受け

て市民の 意見 を募 るパ ブ リック コメン トが実施 さ れる見 込み です 。

それに先立つ同月 15 日、子どもの権利条例に関心を寄せる市民・学生・教師・研究者ら

によ り、「子 ど も権利 フ ォー ラム にい がた」 が 発足 し、「パ ブ リ ックコ メ ン トを 考え る集 い」

が開催され、同フォーラム代表に選出された新潟医療技術専門学校教授の山本馨さんによる

基調講演が行われました。

この集いに参加 した新潟市在住の高校生、品田種子さんとA さんが感想を寄せてくれたの

で、そのまま掲載します。（編集部）

亀私は、も うす ぐ大 人にな って しま う子 どもです。

まず 、新潟の 子 どもの権利 条例 なの に、ど う して その条 例

が作 られ る こと を、新潟 の子 どもが 矢口らな いの で しょうか。

誰も知 りません よ。いや本当に。

大 人 が勝手 につ くった条例 文をい きな り当然の よ うに見 せ

られ て も 、 な あ ？

私 が初 めて条 例 を喜売んだ とき、そ れは あま りにも現 実味 が

なく、キ レイ事の列挙 に しか見 えませんで した 。

前 文 の最初 の 「こんにち は赤ち やん・・・ 」の と ころは本

当に 「 は あ ～ つ ！？ば か に し て ん の か ？」 と い う 感 じ。 書売む

気が失せ ま した。大 人 が子 どものた め につ くってあ げた、 と

いう風 に しか受 け取 れません で した 。

そもそも誰が何のためにつ くるの かの意味が伝わ ってこない。

子 ども が 「生き る」 た めに必要 な権 利を認 めて ほ しいので

あって、大人 が子 ども に望む ことは、 この際 遠慮 してい ただ

きた い ところです よ－。何 でい つのま にかそ うい う方 向にな

るのよ－。

これ はき つと私の性 格 がゆがん でい るか らそ う見 える だけ

じやないと思 うんで す。

む しろ子 どもたち は この 条例 ができ る ことによ って、 さ■ら

に大人 の作 ったあ りも しな い 「自由」 に縛 り付 け られて しま

うの ではないかと …。

幼ければ幼いほど、私たちは選べない。

でも今 回 “子 ども権利 フ ォーラム にい がた” に参カロされ た

方の話 を聞いて 、ち やん と考 えて くれる人 も いるん だと安心

しま した 。

条例の有 無や 是非 よ りも、 わか って くれ る大人 の存在 を嬉

しく思 い ま した 。

今 まで も何 回か勉弓垂会 に参 加さ せても らっていま した。何

回も長時 間話 し合 って いるの を聞 いて、 内容が ずいぶ ん明確

にな ってきたと感 じていま した。 しか し実際それが どの くらい

反映されたかというと、期待 とは違 っていま した。ガ ッカ リ…。

どう してつ くられる事 にな ったの かも、 これ か らどうなる

のかも 、私 たちはいまだ知 らな いままなのです。

子 どもを参加 させてほ しい。

少な くとも考 える機 会をあた えてほ しい。

自分たちのため にある、 という実感がほ しい。

作れ ばい い って わけ じやな い、あれ ばい い って もの じやな

いはず。大人の 自己満 足で作 って欲 しくないのです。

（品田球子・高校生）

亀 3 月 1 5 日に行われた 「パブ リックコメン トを考える集い」

に参加 しま した。

正 直、 この会 に参加 する まで 「子 ども の権利 条例」 と いう

もの の存在 、ま た新潟市 がそ れを制 定 しよ うと して いる こと

など、全 く矢口りません で した。条 例・ 法令 とは、いつ の間 に

かひ っそ りと決 ま ってい て、気付いてみた ら「そんなものあ っ

たの ？」 というものなので しょうか。

そ んな無 矢口の 私です が、条 例案 を読ん で、い くつ か気 にな

る点があ りま した。

まず 、第 一文 目の 「こん にち はあかち ゃん」。 この一言で喜売

む気が失せ ま した。そのあ とも「ね え～ 、ね え～」「な～に ？」と、

なんだか馬 鹿にされて いる と しか思えない表現 が連続 します。

大切なのは勿論内容ですが、子どもが読む気にな らなかった

ら、話 にな りません。「条例があ るだ け」 では何の意 味にもな

りません。

また 、当た り前 に思える こ とが多い よ うに感 じま した 。そ

んな ことまで 書か なけれ ばな らないの か、 と。当た り前の こ

とだか らこそ 、権 利 とい う形 で保 障する必 要 がある のか も し

れませ んが。そ んな ものが 必要な 世の 中であ る ことに、一 番

のシ ョ ックを受 け ます。も う既 に、当た り前の こ とが当た り

前に出来 ない時代 にな って しま ったので しょうか。

だ った らせ めて 、当た り前 に生 き られる よ うに、子 どもが

本当 に必 要 と している権利 を保障 して くれる ことを望み ます。

まずは子どもの意見 を聞 くことが大切なのではないで しょうか。

誰の為に、何の為に、この条例が必要なのか。様々な人 に

考えて ほ しいと思い ます。

「子ども」と定義されているあと一年。保障されるべき権利

は何 なの か。今 回の会 への 参加 をき つかけ に、私 自身、 も う

少し考 えてみるつも りです。 （高校

子 どもの権利条約 第 92 号・ 2 00 8 年 6 月1 5 日号
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タイの子 どもと権利の状況

はじめ に

タイ では、政府 に よ り政策 や法律 を通 して子 ども たちの た

めの仕組 みを構 築 しよ うとい う試 みがな され てい ます。 しか

し子 どもの権利 の侵害 が様 々な形 でまだ 残 ってい ます。それ

らは、 子 どもた ち に対 する 保守 的な 考 え方 や、政 府 の汚 職、

アク シ ョンの不足 な ど、多種 多様で 複雑な 原因 によ るもので

す。 この エ ッセイ によ り多 くの人達 が既存 の システム や子 ど

もの状態 、そ して 子 どもの権利 に関する現 状 を矢口り、理 解を

深めることができた らと考え ています。

タイで は匡l際 的な法 やタイの 法律 を通 して子 どもた ちを保

護しよ うと努め てき ま した。 1 9 9 2 年 には子 ど もの生活 保護

と参加 を促進す る ことを目的 と した 子 どもの権利 条約 がタイ

で批准 されま した。ま た子 どもの権 利条約 とは別 に、 タイで

はU N IC E Fの ”A World Fit for Children”を2002年から

採択 し、生活水準 の向上 と教 育の 質の向上 そ して暴 力や川 ∨／

エイズ か ら子 ども たち を守 る ことを 目指 しま した 1）。国 レベ

ルでは「児童保護法」「暴力被害者保護法」「人身売買保護法」

などの ように子 ども に関す る法令 を2 0 0 3 年 に採 択 しま した

2 ）。 しか し実際 には、子 どもたちの保護 というよ りは子どもた

ちを救済 する方 向に法令 が働 く傾 向があ り、子 ども に関する

問題 を減 らすことにはな りません 。

子どもの権利の状況

子どもたち と教育

タイで の義務 教育 は 1 2 年 です が、少 な くとも7 0 万人 の子

どもが学校 に通 って いないか学校 へ行 く機 会 があ りません3）。

そう い っ た 子 ど も は ス トリー トチ ル ドレ ン だ っ た り、 貧 困 や

障害な ど様 々な理 由があ り、た くさん の子 どもた ちが経 済的

な理 由で学 校 をやめ ざ るをえ な い状 況で す。 しか し一 方で 、

最近では国籍を持たない子どもたちが学校への入学を許され

るよ うにな りま した。 しか し小学 校 を卒業 した後 に勉強 を続

けることが難 しい状況 です4）。

教育や教 師の質 もまた 大きな 問題 です。政府 によ り決 め ら

れたカ リキュラム はよ く機 能 してい ますが 、子 どもたち が自

分で考 え表現する機 会が な く、IQ や分析 力の 向上 が遅れ る傾

向にあ りま す5）。小 学校 や中 学校 では教 師 の数 が不足 してお

り、地 方では教育予算が少ないケー スがあ ります6）。

今特 に関心 を集 めて いる問j題は、教 師の生徒 に対 する暴 力

や生徒 間での暴力 です 。教師 による暴 力は体 罰や セク シャル

ハラスメン トで、例 えば今年の 1月 には2 人 の生徒が授業 をさ

ばった ことで3 時 間木 に縛 りつ け られ た とい う事 件 があ りま

事件後 も他の 生徒 たちが 彼 らにい じめを して、つ いに
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その生徒は学校 に来 れな くな りま した7）。 また、セ クシ ャルハ

ラスメ ン トの 問題 は学校 で頻繁 に起 こ つて お り、有 名大学 で

教授が女 子生徒 に対 して いい成 績を つける代 わ りに性的行 為

を要求 する事 件があ り大 きなニ ュー スとな りま した。実 際こ

のよ うな ことは多 くの学校 で起 こ つている はず ですが、報 告

されるの は ごくわず かで す。時 には事 件 自体 は警察 に報告 さ

れたに も関わ らず、学 校関係 者が 警察 とつな が っている ため

に罪 を逃 れるケースもあ るよ うです8）。

生徒 間の暴力 は以前 か らあ りま した が、あ る学校 で起 きた

殺人 事件 を除 いて最近 まで あま り暴力 は知 られて いません で

した。小学校の生徒が他の生徒を脅してお金を要求する事件

や、 1 1歳の少年が6歳の少年をナイフで刺すといった事件が

ありま した9）。国家 健康 財団 によ る と、6 8 ．9 ％ の生 徒が4 年

生か ら9 年生の 間に一月 に2 －3 回の い じめ を受けて いるそ う

です。い じめ とい って も、言葉 の暴力 や お金や持 ち物 を奪 う

こと、身体 的暴力 な ど様々 あ ります。 しか しな が ら、親や教

師た ちは い じめ をある種 の成 長の過 程 と して提 えて お り、 問

題と して対 処 しよ うとは しません 。それ を矢口つてか 、生徒 た

ちはい じめ を大人たち に報告 しよ うと しません 10）。

子どもの人身売買

違 法であ る にも関わ らず、 タイ には人身 売買の 発生 地と経

由地 、そ して 目的 地があ ります。人身 売買 の被害 者の 多 くは

北東部の貧乏な人や山岳地帯に住む市民権を持たない民族で

す。彼 らは 「いい仕 事」 を約束 され ますが 、最終 的 にはだま

され て搾取 の対象 とな り、奴隷 や肉体 労働 、売春 婦 と して利

用さ れます。 また カン ボジア や ビル マか ら来た少 年や少 女 は

性産業 に利用 された りギ ヤンク にな りま す‖）。 も し逮 捕され

と、多 くの場合 は被 害者 と して ではな く違 法入国者 と して扱

われ罰 を受 ける ことにな ります 。「売春 防止法」や 「女性及び

児童を人身 売買か ら保護 する法律」、 タイ政府や近 隣諸国、国

際N G O 団体 との協働 を通 して人 身売買を抑止 しよ うと取 り組

んで います が、問ま頭は依 然 と して深刻 な ままで す。法律 が機

能していな い ことや、法律 を行 使す る組織 が十分 に機能 して

いない ことが原因 と して考え られます。また 、移民 局や警 察、

地方 当局は賄 賂 によ って 人身 売買 と直接 関わ ってお り、被害

者は報 復を恐 れて 証人 にな ること を拒 み、犯 人た ちは捕 ま ら

ないままです 12）。

恵まれない子 ども

他の 子 どもたち のよ うに子 ども と しての権 利 を持た ないス

トリー トチル ドレンや 障害児 がタイ にはた くさん い ます。彼



らは教育 や医療 、保護 を受 ける ことがで きませ ん。ス トリー

トチル ドレン は麻 薬や性 的搾 取な どとい った犯 罪 に巻 き込 ま

れやすい傾 向が あ ります。そ れにも 関わ らず障害 のあ る子 ど

もの ための 施設 を十分 で はな く、多 くの障 害の ある子 ども が

教育 を受 ける こともで き ません。交 通機 関や建 物、 トイ レな

ども障害 のある人 にやさ しく作 られてい ません。結果 と して、

障害 のある 子 どもたち には普 通 に生 活す る権利 がな く、常 に

他の人の 手助けな しには生きて いけません 。「物乞 い」 と して

利用され 、経 済的に搾取されてい る子どもも います13）。

このよ うに、 タイでの 子 どもの権利 侵害 や保護 の 問題は ま

だまだ深刻 です 。政府 や関係組 織 によ り様 々な取 り組 みがな

されてい る にも関わ らず、その 取 り組 み はまだ政 策の 段階 で

あり、実際 には有 効 に機 能 してい ません。 また 、子 ども に対

する保守的な考え方、権力の乱用、汚職、親や教師の無関心、

政府の不活動は子どもたちが利用され保護されない状況をま

すます悪化 させ てき ま した。 この複雑 な問 題を解 決す るの に

適切 な取 り組みな しで は、タ イにお ける子 どもの 権利 の向上

は考え られな いで しょう。

（翻訳 工藤広平）
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仔どもにふさわしい世界＋5 J

5 月 1 1 日 （日）、 早稲 田大 学 にて 、イベ ン ト「子 ど も にふ

さわ しい世界 ＋ 5 」 を開催 しま した。活動 領域 も年代 も違 う

3 5 名の参加 があ りま した。

「子 ども にふ さわ しい世界」 は、2 0 0 2 年5 月 にニ ュー ヨー

クで開催された国連子ども特別総会で、成果文書として採択

され、具体 的な 目標 が掲 げ られる と共 に国別行 動計 画を策 定

する こ とが 求 め られ ま した。 －あ れ か ら5 年、2 0 0 7 年 12

月1 1 日一 13 日にか けて、子 ども特 別総会 の 中間 レ ビューが

行われ 、「子 ども にふさ わ しい世界 ＋5 」 が宣言 され ま した 。

2 0 0 5 年 5月現在、国別行動計画を策定完了または策定中の

国は、特 別総 会 に参 加 した先 進3 5 力 国中2 1 カ国 です が、 日

本はそれ に含 まれ ていません。

今回の イベ ン トで は、2 0 0 7 年 1 1月2 0 日に 1 8 歳 とい う節

目を迎 えた子 どもの権利 条約 と共 に、改め て 日本 の子 ども達

の現状 を考 え、「子 ども にふ さわ しい世界 」に近づ くための意

見交換をお こな いま した。

参加者 は名札の シール と同 じ色 の机 に分 かれて座 り、先ず、

名前・ 普段何 を してい るか・ 今 日の抱 負等 、 自己紹介 を行 い

ました。和やかな雰囲気の中、第 1 部は平野裕二さん（A R

C 代 表 ） によ る講 演。子 ど もを 取 り巻 く国 内外 の 状況 や、 「

子どもにふさわ しい世界」の実現 のため に必 要な こと、また、

2 0 0 8 年4 月2 2 日に提 出され た第 3 回政府報 告書 につい ても

緊急報告 を してい ただきま した。（＊第 3 国政府報 告書 につい

ては、本紙巻 頭 にて掲 載）分 か りやす く、ユー モア も交 えた

お話 に、会 場は 時折笑 い に包 まれ 、あ っとい う間の 1 時 間半

でした 。

子どもの権 利 条 約 第 9 2 号・ 2 0 0 8 年6 月 15 日号

』



休憩 をはさん で第 2 部 では、「子 ども にふ さわ しい世界 」を

実現 するための 、「ミニミニ・ ア クシ ョンプラン作 り」 をワー

クシ ョップ形式で行 い ま した。先 ず、一 人一 人が 「子 どもに

ふさわ しい世 界」 を実 現 する ため に、① 自分 にで きる こ と、

②誰 かと一 緒だ った らで きそ うな こと、③ 自治 体や 日本政 府

だった らで きそ うな こ とについ てア イデア を出 し、画用紙 に

書き留 める とい う作 業 をお こな いま した。そ して、 その アイ

デアを机 ご とに分 かれ た小 さ な グルー プ 内で説 明 した 上で 、

意見の 交換 をお こな い ま した。次 に、 グルー プ内で の意見 が

ある程度 ま とま った と ころで、 グルー プの代表 者 に順次発 表

をお こな って貰い ま した。 満員 の会場 内か らは、子 どもの 意

見を聞 く姿勢 の重要 さ について 、子 どもが幸 せ にな るた めに
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ネッ トワー ク主催

は大人も幸せである必要があるのではないか等、色々な立場

から様々な意見が飛 び出 しま した。「子どもにふさわ しい世界」

の実 現につ いて 、自分 が 日ごろ感 じて いる身近 な事 か ら発 想

しプラン作 りを お こな った ためか 、どの グルー プの発 表も 個

性的 で興味 深 く、 ワー クシ ョップ は時間 をオーバ ー しても意

見交換が終 わ らないほ どの盛 り上 が りで した 。

最後 に まとめ を し、ふ りか え りシ ー トの 記入 を行 ってか ら

5 月の イベ ン ト「子 ども にふさ わ しい世 界 ＋ 5 」 は終了 しま

した が、その 後も しば らくは、参カロ者 の 間で名刺 や情報 の交

換が おこな われ、子 ども に関わ る人 や団体 の交 流の場 と して

も活用され ていま した。

（運営委員 竹内）
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「子どもの権利条約」は来年誕生2 0 周年を迎えます。私達の社会にこの条約が根付いて欲 しいという願いをこめて、本年も「子 ども

の権 利条 約ネ ッ トワーク」 は基礎 講座 を開 講 します 。

子どもの権利条約って何 ？という方にも、今更条約の勉強なんてという方にも満足 していただける、不思議な講座です。皆様の知り

たい こと、疑 問に思 って いる ことの答 えが き っと見 つか ります 。子 ども に関わ るお仕 事を してい る方 、お父 さん 、お母 さん 、 これか ら

子ども に関わ るか も しれ ない方 たち 、皆様 の質 問 にお答え しま す。

あらまき しげと
【講 師】 荒牧 重人（子どもの権利条約ネッ トワーク副代表・山梨学院法科大学院教授）

【 日 時】 ① 2 0 0 7 年 7 月 3 日（木）午後6 時半～ 9 時 受付6 時 会場 ：3 3 －2 号館（文学部正門入つて正面） 第一会議室

（さ 2 0 0 7 年 7 月 1 2 日（土）午後 1 時半～ 4 時 受付 1時 会場 ：3 6 号館 3 8 2 教室

※ そ れぞ れ違 った 内容の 講座 にな ります 。 1 回だけで も、 2 回通 して でも、 自由 にご参加 くださ い。

【場 所】 早稲田大学戸山キ ャンパス （文学部）【J R 山手線・西武新宿線］高田馬場駅下車。都バス早大正門前行き、馬場下町下車、

徒歩2 分 ［地下鉄東西線］早稲田駅下車、2 番出口、徒歩5 分

※会場 は各 回変わ りま すので ご注 意下 さい

【参加費】 大 人 ：1，0 0 0 円（会員8 0 0 円） 1 8 歳未満 ：5 0 0 円（子ども・学生会員無料）

【対 象】 テーマに興味のある方ならどなたでも参加可能です。

☆お 問い合 せ・ お 申 し込 み☆ 子 どもの 権利 条約ネ ッ トワー ク事務所 T E L ＆F A X ：0 3 －3 7 2 4 －5 6 5 0 E －m a il：in fo ＠n c「c・jp
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★年会費 5 0 0 0 円 学生 3 0 0 0 円

1 8 歳未満 10 0 0 円

定 期 購 読 4 0 0 0 円

＊郵便振替 0 0 1 8 0 －2 －7 5 0 1 5 0

★印 刷 （株）第一 プ リン ト
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